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こ
ど
も
の
居
場
所
部
会
（
第

一
五
回
）
が
開
催
さ
れ
ま

し
た

　

二
〇
二
四
年
九
月
一
七
日
、
こ
ど
も
家

庭
庁
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
こ
ど
も
の
居
場

所
部
会
（
以
下
、
部
会
）
の
第
一
五
回
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
二
四
年
三
月
の

第
一
四
回
か
ら
は
半
年
ぶ
り
、
二
〇
二
四

年
度
に
入
っ
て
か
ら
は
、は
じ
め
て
で
す
。

　

議
事
は
、「
令
和
六
年
度
の
こ
ど
も
の

居
場
所
部
会
に
つ
い
て
」「
児
童
厚
生
施

設
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
専

門
委
員
会
に
お
け
る
検
討
結
果
に
つ
い

て
」「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
支
援
体

制
強
化
事
業
の
進
捗
に
つ
い
て
」「
令
和

六
年
度
調
査
研
究
事
業
の
進
捗
に
つ
い

て
」「
指
針
の
広
報
・
啓
発
資
料
作
成
の

進
捗
に
つ
い
て
」「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ

く
り
に
関
す
る
指
針
解
説
書
に
つ
い
て
」

で
し
た
。

　

二
〇
二
四
年
度
の
部
会
で
は
、

「
二
〇
二
三
〜
二
〇
二
四
年
度
を
第
一

期
こ
ど
も
の
居
場
所
部
会
と
し
て
、
今

後
、
と
り
ま
と
め
を
行
う
こ
と
」「
第
二

期
こ
ど
も
の
居
場
所
部
会
（
二
〇
二
五
〜

二
〇
二
六
年
度
）
に
議
論
す
る
べ
き
と

考
え
る
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
」

「『
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指

針
』
の
見
直
し
を
、
二
〇
二
八
年
度
に
予

定
し
て
い
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
回
の
部
会
は
、
二
〇
二
五
年
二
月
開

催
予
定
で
す
。

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営

指
針
」
の
改
正
案
が
示
さ

れ
ま
し
た

　

前
述
の
部
会
の
も
と
に
、
二
〇
二
四
年

三
月
、「
児
童
厚
生
施
設
及
び
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」（
以

下
、
専
門
委
員
会
）
が
設
置
さ
れ
、
同
年

の
懇
談
や
要
望
を
行
っ
て
き
ま
し
た
（
本

誌
二
〇
二
四
年
六
月
号
、
八
月
号
の
「
協

議
会
だ
よ
り
」
参
照
）。

　

二
〇
二
四
年
九
月
一
七
日
の
部
会
で
、

専
門
委
員
会
で
の
検
討
結
果
と
し
て
、
以

下
の
改
正
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
（【　

】

内
が
変
更
点
）。

　
「
◎
学
校
施
設
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、

【
市
町
村
と
市
町
村
教
育
委
員
会
が
連
携

し
、】
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
主
体

が
責
任
を
も
っ
て
管
理
運
営
に
当
た
る
と

と
も
に
、
施
設
の
使
用
に
当
た
っ
て
学
校

や
関
係
者
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
る
。【
◎
専
用
区
画
を
安
定
的
に
確
保

す
る
ま
で
の
間
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

一
時
的
に
特
別
教
室
等
の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア

に
よ
っ
て
運
営
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
確
認
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
学
校

等
と
取
り
決
め
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

ま
た
、
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
を
行
う
特
別
教
室

等
に
つ
い
て
は
、
育
成
支
援
に
ふ
さ
わ
し

い
環
境
と
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。】」

　
「
改
正
等
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

運
営
指
針
解
説
書
（
第
三
版
）
の
作
成
」

協
議
会
だ
よ
り

八
月
ま
で
に
三
回
の
専
門
委
員
会
が
開
か

れ
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」（
以

下
、「
運
営
指
針
」）
の
改
正
に
つ
い
て
論

議
し
て
き
ま
し
た
。　

　

現
行
の
「
運
営
指
針
」
の
「
第
５
章
４

（
１
）
学
校
施
設
を
活
用
し
て
実
施
す
る

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」
の
項
目
に
は
、「
学

校
施
設
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
主
体
が
責
任
を
も
っ

て
管
理
運
営
に
当
た
る
と
と
も
に
、
施
設

の
使
用
に
当
た
っ
て
学
校
や
関
係
者
の
協

力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
」
と
の
記

述
が
あ
り
ま
す
。
第
一
回
の
専
門
委
員
会

で
、
事
務
局
で
あ
る
「
こ
ど
も
家
庭
庁
成

育
環
境
課
」
か
ら
、
こ
こ
に
「
特
別
教
室

の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
追
記
し
て
は

ど
う
か
」
と
提
起
が
あ
り
ま
し
た
（
後
述

参
照
）。

　

全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、

全
国
連
協
）
は
、「
全
国
的
な
標
準
仕
様
」

と
し
て
示
さ
れ
た
「
運
営
指
針
」
に
「
一

時
的
」
な
運
用
で
あ
る
「
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
」

の
記
述
が
加
わ
る
こ
と
は
、「
恒
常
的
」

な
標
準
仕
様
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
と
懸
念
し
、
こ
ど
も
家
庭
庁
と
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「
同
解
説
書
と
共
に
、
二
〇
二
五
年
一
月

を
目
処
に
改
正
通
知
（
こ
ど
も
家
庭
庁
成

育
局
長
通
知
）
を
発
出
す
る
」「
適
用
は

二
〇
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
」「
二
〇
二
五

年
度
か
ら
の
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資

格
研
修
に
関
す
る
対
応
を
行
う
」「
都
道

府
県
等
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
研
修
科
目
の
シ
ラ
バ
ス
等
）の
改
正
」「
都

道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
講
師
養
成
研
修

の
開
催
（
二
〇
二
五
年
二
月
予
定
）」。

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

《
参
考
》
こ
れ
ま
で
の
専
門
委
員
会

の
議
論

［
第
一
回
・
三
月
八
日
］「
運
営
指
針
」

に
「
特
に
特
別
教
室
を
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
べ
き

事
項
に
つ
い
て
、
取
り
決
め
等
を
行
う
こ

と
が
望
ま
し
い
」
と
の
一
文
を
加
筆
す
る

案
が
示
さ
れ
、
委
員
か
ら
、「『
特
別
教
室

の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
』
は
、『
一
時
的
』
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。

［
第
二
回
・
五
月
二
九
日
］
新
た
に
項

目
を
起
こ
し
て
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

を
一
時
的
に
特
別
教
室
等
の
タ
イ
ム
シ
ェ

ア
に
よ
っ
て
運
営
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
確
認
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
学

校
等
と
取
り
決
め
等
を
行
う
よ
う
努
め

る
」
と
の
案
が
示
さ
れ
た
。

［
第
三
回
・
八
月
二
日
］【　

】
内
を

加
筆
し
た
案
が
再
提
案
さ
れ
た
。「
学
校

施
設
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、【
市
町
村

と
市
町
村
教
育
委
員
会
が
連
携
し
、】
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
主
体
が
責
任
を

も
っ
て
管
理
運
営
に
当
た
る
と
と
も
に
、

施
設
の
使
用
に
当
た
っ
て
学
校
や
関
係
者

の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
」「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
一
時
的
に
特
別
教
室

等
の
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
に
よ
っ
て
運
営
す
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
べ
き
事

項
に
つ
い
て
、
学
校
等
と
取
り
決
め
等
を

行
う
よ
う
努
め
る
。【
ま
た
、タ
イ
ム
シ
ェ

ア
を
行
う
特
別
教
室
等
に
つ
い
て
は
、
育

成
支
援
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
と
す
る
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
】」。

　

こ
れ
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、「
タ
イ
ム

シ
ェ
ア
で
は
、
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
が

脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」「『
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
』
に
は
原
則
と
し
て
専
用
区

画
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
付
け
加
え
て
は
ど
う
か
」「
こ
の
書
き

方
で
は
、
市
町
村
が
正
し
く
理
解
す
る
こ

と
が
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の

発
言
が
あ
り
、
委
員
長
と
事
務
局
に
修
正

が
一
任
さ
れ
、
九
月
一
七
日
の
部
会
を
迎

え
た
。

「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た

　

二
〇
二
四
年
九
月
一
七
日
、
こ
ど
も
家

庭
庁
成
育
局
安
全
対
策
課
か
ら
全
国
連
協

に
、「
学
校
設
置
者
及
び
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
六
九
号
）」（
通
称
「
こ

ど
も
性
暴
力
防
止
法
」）
の
施
行
等
の
報

告
と
今
後
の
流
れ
に
つ
い
て
、
同
年
九
月

一
三
日
に
開
か
れ
た
「
第
一
回
こ
ど
も
性

暴
力
防
止
法
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡

会
議
」
で
示
さ
れ
た
資
料
（
こ
ど
も
家
庭

庁
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）
を
も
と
に
報
告
・
説
明

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
二
六
年
一
二
月
二
六
日
の
施
行
期

限
を
め
ざ
し
て
、「
再
犯
対
策
の
み
な
ら

ず
九
割
を
占
め
る
初
犯
対
策
・
予
防
策
を

徹
底
す
る
」
こ
と
も
含
め
て
「
こ
ど
も
性

暴
力
防
止
法
」
の
下
位
法
令
に
あ
た
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
検
討
す
る
予
定
と

の
こ
と
で
す
。

　

全
国
連
協
か
ら
は
、
つ
ぎ
の
点
を
伝
え

ま
し
た
。「
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
に
寄
せ
ら
れ

る
関
心
は
高
く
、『
子
ど
も
を
守
る
』
た

め
の
法
整
備
を
歓
迎
し
て
い
る
」「
一
方
、

学
童
保
育
の
運
営
主
体
は
、
多
岐
に
わ
た

り
、
性
犯
罪
歴
と
い
う
個
人
情
報
を
適
切

に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
懸
念

も
あ
る
」「
こ
の
こ
と
を
理
由
に
、
民
間

企
業
へ
の
委
託
や
指
定
管
理
者
制
度
へ
の

移
行
が
進
む
お
そ
れ
も
あ
る
」「
性
犯
罪

歴
と
い
う
個
人
情
報
を
扱
う
に
あ
た
っ

て
、
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
の
関
与
が

必
要
で
は
な
い
か
」「『
放
課
後
児
童
支
援

員
』
の
資
格
に
は
『
認
定
の
取
消
』
と
い

う
仕
組
み
が
あ
る
も
の
の
、『
認
定
の
取

消
』
を
国
が
把
握
す
る
仕
組
み
に
は
な
っ

て
い
な
い
点
の
改
善
が
必
要
」。
こ
の
件

に
つ
い
て
、
く
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
り
次

第
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


